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コーポレート・ガバナンスと内部統制

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 方針
 

体制

　三井物産は、コーポレート・ガバナンス体制の構築に当たり、「透明性と説明責任の向上」およ
び「経営の監督と執行の役割分担の明確化」を重視しています。「透明性と説明責任の向上」のた
めに、当社は、社外取締役および社外監査役の視点を入れての経営監督および監視機能の強化
を図るとともに、情報開示に係る内部統制体制を整備し、公正開示の原則の下、役職員が説明責
任の遂行に当たることとしています。また、「経営の監督と執行の役割分担の明確化」のために
当社は執行役員に業務執行の権限を大幅に委譲した上で、取締役会が執行役員の業務執行を監
督します。国内の15営業本部および海外の3地域本部のそれぞれを統括する営業本部長および
地域本部長は、同時に執行役員でもあり、連結グループの機動性のある業務執行に当たります。
　当社は、監査役による監査機能の実効性を高めるとともに、会社業務に通暁した社内取締役を
中心とした実態に即した経営が総合商社の業態に必要であると判断し、監査役会設置会社の形
態によるコーポレート・ガバナンスを採用しています。さらに、「透明性と説明責任の向上」およ
び「経営の監督と執行の役割分担の明確化」を担保するため、社外取締役・社外監査役の参画を
得た各種諮問機関の設置等を通じて実効性の高いコーポレート・ガバナンスを実現します。
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取締役会の議題 開催時期 報告対象 リスク管理体制・制度

内部統制状況レビュー 2019年3月 • 内部統制全般 •  権限分掌制度、稟議制度、コーポレートスタッフ部門の監視・支援
• ポジション限度設定、専門部署モニタリング
• 内部統制・ポートフォリオ管理委員会

サステナビリティ関連 2018年4月 • サステナビリティ活動全般
• 石炭関連事業への取り組み

• サステナビリティ委員会

2018年6月 • 気候変動問題への対応

コンプライアンス体制・
運用状況

2019年3月
2018年10月

• コンプライアンスリスク • コンプライアンス委員会
• 三井物産役職員行動規範の制定・遵守
• 内部通報体制の整備
• 研修の実施　等

金融商品取引法に基づく
内部統制評価

2018年6月 • 財務報告に係る内部統制 • J-SOX委員会
•  内部統制の有効性についての評価対象部署による自己評価、独立
部署によるテスティング

内部監査結果 2018年8月 • 内部監査結果 • 内部監査部を中心とする内部監査体制

当社のリスクエクスポー
ジャーとコントロール

2018年9月 •  ・金付貸宛外社、権債事商（ クスリ用信
保証、定期預金等）
• 市場リスク（商品・為替売買越、在庫）
•  資融投宛連関、産資業事（ クスリ業事
保証、社外宛投資）
• カントリーリスク

• 信用程度・稟議の審査とモニタリング
•  商品・為替売買越の稟議審査、在庫実査等
•  稟議プロセスによる審査、投資案件の果実化・良質化
•  カントリーリスク関連情報収集・分析、国別ポジションモニタリング、
取引停止国・特定国の指定、国別対応方針の策定

サイバーセキュリティ 2018年12月 • サイバーセキュリティ •  技術的対応、人的対応（セキュリティ啓発活動含む）、関係会社対応

2019年3月期取締役会/サステナビリティ・内部統制・リスクマネジメント等関連の報告

取締役会 活動

SDGs：16.7

　取締役会は経営執行および監督の最高機関です。取締役の任期は1年として毎年改選します
が、再任を妨げないものとしています。会長が当社の取締役会を招集し議長に当たります。なお、
当社における会長の役割は、主として経営の監督を行うことであり、執行役員を兼務せず、日常
の業務執行には関与しません。また、社外取締役・社外監査役が委員として参加する諮問機関と
して、ガバナンス委員会、指名委員会、報酬委員会を取締役会の下に設置しています。
　取締役会は、取締役会付議・報告事項に関する内規に従い、当社の経営に関する基本方針、重
要な業務執行に関する事項、株主総会の決議により授権された事項のほか 、法令および定款に
定められた事項を決議し、また、法令に定められた事項および重要な業務の執行状況につき報
告を受けます。取締役会は、原則毎月1回開催するほか、必要に応じて随時開催しています。

監査役会 活動

SDGs：16.7

　監査役は株主の負託を受けた独立の機関として取締役の職務執行を監査します。この目的の
ため、監査役は社内の重要会議への出席、各種報告の検証、会社業務の調査など多面的かつ有
効な監査活動を展開し、必要な措置を適時に講じます。
　監査役会は、取締役会開催に先立ち定期的に開催されるほか必要に応じて随時開催されます。
監査役は、取締役会に出席し、議事運営、決議内容等を監査し、積極的に意見表明を行っています。
　監査役の監査対象は多岐にわたります。取締役の職務執行、取締役会等の意思決定、内部統
制システムの整備・運用状況、会計監査人の独立性、財務報告体制、会計方針・会計処理、税務
方針・税務処理、計算書類、会計監査人からの報告、そして企業情報開示体制等が含まれます。

  統合報告書2019（P.102 三井物産のコーポレート・ガバナンス）

業務執行 体制

　当社の経営執行における最高責任者は社長であり、営業本部長および地域本部長等は、社長
から業務執行上の権限を委譲され、また、社長に対して責任を負います。当社は、会社経営全般
に関する基本方針および重要事項を審議し決定するため経営会議を設置しています。経営会議
は、取締役会長、社長（議長）、コーポレートスタッフ部門担当役員および社長が指名する代表取
締役または執行役員をもって構成し、原則として毎週開催されます。経営会議に付議された事項
は構成員の協議の結果を徴して社長が決定します。
　経営者は、取締役会が定める内部統制の基本設計に基づき、内部統制を整備・運用し、評価
する役割と責任を負います。社長直轄の組織である内部監査部は、経営者が承認する計画に基
づき、内部統制の設計の適合性および運用の状況を、独立性をもって検証する役割と責任を負
います。
　当社では、業務執行および内部統制に係る各種主要委員会を設置し、ますます増大・多様化す
る広範なリスク・業態に対応しています。
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内部統制 体制

　当社は、内部統制プロセスの構築に当たり、企業会計審議会が示している内部統制の基本的
枠組みにのっとり、「業務の有効性と効率性の向上」「会計基準への準拠、および財務報告の信頼
性の確保」「法令、法令に準ずる規範、ならびに経営理念およびこれを反映した各種行動規範を
含む社内ルールの遵守」「会社資産の保全」の達成を目的として、以下の制度を導入しています。

リスク管理
　当社の事業運営に伴うリスクは、取締役会による監督の下、各営業本部長および地域本部長等
が委譲された権限の範囲内で管理します。各事業単位において、定量的リスクへの対処として、
ポジション限度や損切り限度の事前設定、専門部署によるモニタリング等が 、定性的リスクへの
対処として、関連社内規則の遵守が義務付けられています。委譲された権限を超えるリスクを負
担する場合は、「稟議制度」により重要度に応じ、経営会議の決定、または、関係代表取締役もし
くは関係役付執行役員の決裁を得ることが必要とされています。
　さらに、全社レベルでのリスク管理体制の設計・整備や重要なリスクへの対処には、ポートフォ
リオ管理委員会、サステナビリティ委員会、危機対策本部等の組織が当たっています。各委員会お
よび委員長は監査役会と別組織であり、各委員会の委員長である役員は社長への報告を必要に
応じて行っています。コーポレートスタッフ部門各部は、担当する分野のリスクについて、全社ポ
ジションの監視、所定の権限の範囲内でのコントロール、ならびに担当代表取締役および執行役
員の補佐に当たります。

企業集団における業務の適正確保
　当社は「三井物産コーポレート・ガバナンス及び内部統制原則」を定め、子会社に対しては法令
その他に照らして合理的な限りこれに基づく内部統制を整備・運用し、持分法適用会社に対して
は、他出資者と連携して、同様の内部統制を整備・運用するよう働きかけることとしています。関
係会社ごとに当社役職員から関係会社主管者を置き、「関係会社主管者職務規程」に基づき管理
しています。

  三井物産コーポレート・ガバナンス及び内部統制原則

  統合報告書2019（P.117 内部統制）

  P.114　情報リスクマネジメント

  P.106　コンプライアンス体制

  P.113　ESG関連リスクマネジメント
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リスクマネジメント

ESG関連リスクマネジメント 体制
 

活動

SDGs：3.d、13.3、16.7

　経済のグローバル化、情報化、および企業の社会的責任に対する意識の高まり等により、企業
のビジネスチャンスとリスクはますます多様化し増大しています。この状況を踏まえ、三井物産で
は、社会情勢やビジネスモデルの変化に的確に対応し、定量および定性の双方から総合的にリス
クを管理するため、環境・社会・ガバナンス等に関連する定性リスクの高い事業領域を「特定事
業」と定め、「特定事業管理制度」にのっとり事業を推進しています。
　各事業の推進・運営においては、必要に応じ国際エネルギー機関（IEA）等の国際的に認知さ
れている組織の複数の気候変動シナリオを念頭に、当該事業への影響を分析しており、その分析
結果を投融資案件やM＆A等の審査に反映させています。低炭素社会へ移行した場合、エネル
ギー事業等が影響を受ける可能性があり、対応策として環境・次世代エネルギービジネスを推進
しています。また、世界各地で事業を展開する当社にとって、気候変動に関わる各国・地域の政
策は各事業の収益性、持続可能性に大きな影響を及ぼします。当社は、長年の事業活動により確
立したグローバルネットワークを駆使し、各国・地域の政策とこれに影響を及ぼすステークホル
ダーの動向をタイムリーに把握し、意思決定に活かしています。

特定事業管理制度と環境・社会諮問委員会
　新規に開始する案件につき社内審査を行い、必要に応じて「サステナビリティ委員会」や「環境・
社会諮問委員会」等の機関から、案件の推進可否と良質化に関する答申を受け、最終的に、一定
の定量・定性基準への該当有無に応じて、ESGリスクを監督する取締役会、経営会議、代表取締
役による稟議決裁により、推進可否を決定しています。「環境・社会諮問委員会」の委員は、気候
変動、水・エネルギー等の環境施策、技術動向、人権、労働問題等に関する幅広い知見を有する
外部有識者や弁護士らを中心に構成され、それぞれに関するリスクを評価し、案件の良質化につ
ながる答申を提供しています。労働安全衛生のリスクについては、新規・既存事業共にESGの観
点からリスク評価を実施しています。
　特定事業管理制度の下、環境・社会・ガバナンス面の課題スクリーニングを踏まえた案件組成
を推進するとともに、社内への制度浸透と現場理解度の向上を推進しています。2019年3月期
は、「特定事業」に該当すると判定された23案件について、同制度にのっとり個別審査を行いま
した。内訳は、「環境関連事業」が15案件、「補助金受給・その他案件」が8案件でした。今後も

当社コンプライアンス体制の整備およびその
有効性の維持・向上を図る。

ポートフォリオ戦略、投融資計画の策定、ポー
トフォリオのモニタリング、重要案件の個別審
査を行う。

全社情報戦略・IT 戦略の策定、経営基盤構築
や情報戦略推進体制に関する重要方針の策
定とモニタリングを行う。

経営会議の下部組織として、社会と当社の持続
可能性（サステナビリティ）を意識した経営の推
進に向けた企画・立案・提言を行う。

当社ダイバーシティ推進の基本方針・基本計
画の立案、重点課題の策定と推進を行う。

当社における法定開示・適時開示に関する原
則・基本方針の策定や社内体制の整備、また
開示情報の重要性・妥当性の判定・判断を行う。

当社における内外連結ベースでの財務報告の
信頼性を確保するための体制の整備、およびそ
の有効性の維持・向上を図る。

会社の業務執行に関する基本方針および重要
事項を審議し決定する。

危機対応のための臨時・非常設の社長直轄組織
として、危機対応に関するすべての事項につい
て、通常の社内決定機関に代わって必要な意思決
定を行う。本部長には社長が当たる。

社長 業務執行組織（国内外）

コンプライアンス委員会＊¹ ポートフォリオ管理委員会＊²

情報戦略委員会＊²

ダイバーシティ推進委員会＊²

経営会議

環境・社会諮問委員会

環境基金案件審議会
サステナビリティ委員会＊¹

危機対策本部

内部監査部

J-SOX委員会＊¹

開示委員会＊¹

＊1：経営会議の下部組織
＊2：経営会議の諮問機関

内部統制および業務執行体制 （2019年4月現在）
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